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研究成果の概要（和文）：　本研究は，現代日本の官僚制がどのような形で政策活動を展開しているかを，数量的な形
で把握することを試みた．とりわけ，2000年代の省庁再編以降，中央府省庁がどのような形で政策を立案し，実行して
いるのか，その変化はどのようなものかが研究の焦点であった．
　研究の結果，政策の立案において，内閣官房のウエイトが大きく高まりつつあるが，個別省庁によるそれが停滞した
わけではないこと，政権によってそうしたウエイトには大きな違いがあること等が解明された．

研究成果の概要（英文）：This research projects aims to reveal the policy makings and implementations of 
contemporary Japanese government using quantitative dataset. Especially the focus of the research put on 
changes of central ministries after the rearrangement of those in 2001.
The analysis shows that Cabinet Secretariat put more weights on policy making in recent years. At the 
same time it does not means the decline of policy makings of other ministries. In addition to that, this 
decade by itself has a variety in it. Each government shows the different weight on Cabinet Secretariat 
and other ministries.

研究分野： 行政学
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１．研究開始当初の背景 

 

 政策実施については，1970 年代の嚆矢とな

るプレスマンとウィルダフスキーの研究以

来，日本でも実証的な研究や，第一線職員に

ついての研究といった成果がある．近年では

法社会学などの隣接分野においても実証研

究が生み出されている．理論的にも，公共選

択論の視点を導入することで，いかなる実施

手段をどのような場合に政府が用いるかを

解明したフッドの研究のような進展が見ら

れる．ゲーム理論を用いた理論の構築も進め

られている． 

 こうした研究によって，政策の対象者の数

や性質に応じて，異なる政策実施手段が効果

を発揮するといった理論的主張が一方では

示され，他方では，政策領域ごとの実態の解

明も進んできているとはいえる．しかし日本

の中央省庁による政策実施手段について，政

策領域横断的な比較や，時系列的な比較を行

った研究は皆無である．その大きな原因は，

研究の基盤となる数量化されたデータセッ

トが存在しないことにあると考えることが

できる． 

 

 

２．研究の目的 

 

 この研究の目的は，戦後日本の中央省庁が

いかなる政策実施手段を用いてきたのか，具

体的には，規制，給付，直接実施，情報提供

という四つの選択肢をどのように選んでき

たのかについて，数量的な把握を試みること

である．そして，長期間にわたり政策領域間

比較を可能とするデータベースを作成・公開

して，広く公共政策研究における公共財を提

供するとともに，ゲーム理論を用いた枠組み

からの分析を進めていくことにより，政策実

施研究における理論的革新を図ることを試

みた．これによって，より効率的，効果的な

政策実施手段の選択を行うという実践的な

課題に取り組む基礎を築くことができると

考えている． 

 具体的には，本研究は，次の仮説を確かめ

ていくことを目的とする．すなわち，各省庁

がいかなる政策実施手段を用いるのか，言い

換えるならば，規制，給付，直接実施，情報

提供という四つの手法をどのように組み合

わせて政策を実施していくかは，行政機関側

の要因，すなわち権限，金銭，人員，情報と

いった資源をどの程度容易に調達できるか

という要因と，政策対象者側の要因，すなわ

ち公共政策の対象者の数がどの程度であり，

どの程度固定的であるか，対象者間の関係は

いかなるものかといった要因の両方の相互

作用として説明することができる． 

 この仮説は，これまでの通説的な二つの仮

説を否定し，統合しようとするものである．

一方には，行政機関の要因が政策実施手段を

規定するという仮説，たとえば，財政が苦し

くなってきたことで，給付行政から規制や情

報提供への転換が進むという仮説がある．他

方では，政策対象者の要因が政策実施手段を

規定するという仮説，すなわち，児童数の増

加や学力低下が，教員数を増大させるといっ

た仮説がある．これらは直観的ではあるが，

いずれも政策実施手段の選択の全容を説明

するものではなく，両者を包括的に見ること

で初めて全体の説明が可能になることが明

らかとなろう． 

 

 

３．研究の方法 

 

 本研究の具体的な方法は，次のものである． 

政策実施手段，行政の資源，政策対象者の特

徴といった三つの側面について，計量化され

たデータセットを構築し，統計分析を通じて

仮説の検証を行う．データセットは，年ごと

の中央省庁を観測ユニットとして，1980 年代



以降のおよそ

 具体的には，政策実施手段については，規

制については許認可数，給付については補助

金の数と額，直接実施としては地方支分部局

や出張所の数，情報提供については新聞での

報道数を指標とする．行政機関

源としては，所管する法律数，予算額，関連

する地方自治体職員数を含めた職員数，所管

する公益法人数と法定受託事務の数を指標

とする．政策対象者の要因については，個別

の政策領域ごとに異なるが，たとえば初等中

等教育政策であれば，対象児童・生徒数，小

中学校数といったところに始まり児童・生徒

の学力への評価といったもの，金融政策であ

れば，業態別金融機関数，業態別の市場構造，

業態別の業界団体のあり方，事業所数と雇用

者数といったところが考えられる．

 

 

４．研究成果

 

 本研究の成果として，

制の政策活動について，様々な知見を得た．

その中の一例として，立法活動を取り上げて

おく．

 この領域においては，

一に，現代日本の政策立案機能の中心が内閣

官房に移りつつあることを，定量的に確認し

た．たとえば，図

内閣官房が主管した法案の比率を示したも

のである．改正法を含む全ての法案と，改正

法を除く新規立法に分けて示している．ここ

に示されるように，

2005

る比率は大きく高まっている．その後の福田

内閣に

この政権では，上に見たように法案数そのも

のは少ない．内閣官房への集権化は非常に高

いが，政策形成活動全体としては活発とは言

い難い時期であった．

以降のおよそ 30 年間を対象とする．

具体的には，政策実施手段については，規

制については許認可数，給付については補助

金の数と額，直接実施としては地方支分部局

や出張所の数，情報提供については新聞での

報道数を指標とする．行政機関

源としては，所管する法律数，予算額，関連

する地方自治体職員数を含めた職員数，所管

する公益法人数と法定受託事務の数を指標

とする．政策対象者の要因については，個別

の政策領域ごとに異なるが，たとえば初等中

等教育政策であれば，対象児童・生徒数，小

中学校数といったところに始まり児童・生徒

の学力への評価といったもの，金融政策であ

れば，業態別金融機関数，業態別の市場構造，

業態別の業界団体のあり方，事業所数と雇用

者数といったところが考えられる．

４．研究成果 

本研究の成果として，

制の政策活動について，様々な知見を得た．

その中の一例として，立法活動を取り上げて

おく． 

この領域においては，

一に，現代日本の政策立案機能の中心が内閣

官房に移りつつあることを，定量的に確認し

た．たとえば，図

内閣官房が主管した法案の比率を示したも

のである．改正法を含む全ての法案と，改正

法を除く新規立法に分けて示している．ここ

に示されるように，

2005 年にかけて，内閣官房が新規法案に占め

る比率は大きく高まっている．その後の福田

内閣においてもシェアは非常に高い．ただし

この政権では，上に見たように法案数そのも

のは少ない．内閣官房への集権化は非常に高

いが，政策形成活動全体としては活発とは言

い難い時期であった．

年間を対象とする．

具体的には，政策実施手段については，規

制については許認可数，給付については補助

金の数と額，直接実施としては地方支分部局

や出張所の数，情報提供については新聞での

報道数を指標とする．行政機関

源としては，所管する法律数，予算額，関連

する地方自治体職員数を含めた職員数，所管

する公益法人数と法定受託事務の数を指標

とする．政策対象者の要因については，個別

の政策領域ごとに異なるが，たとえば初等中

等教育政策であれば，対象児童・生徒数，小

中学校数といったところに始まり児童・生徒

の学力への評価といったもの，金融政策であ

れば，業態別金融機関数，業態別の市場構造，

業態別の業界団体のあり方，事業所数と雇用

者数といったところが考えられる．
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一に，現代日本の政策立案機能の中心が内閣

官房に移りつつあることを，定量的に確認し

た．たとえば，図 1 は政府提出法案のうち，

内閣官房が主管した法案の比率を示したも

のである．改正法を含む全ての法案と，改正

法を除く新規立法に分けて示している．ここ

に示されるように，郵政改革が進められた
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源としては，所管する法律数，予算額，関連

する地方自治体職員数を含めた職員数，所管

する公益法人数と法定受託事務の数を指標

とする．政策対象者の要因については，個別

の政策領域ごとに異なるが，たとえば初等中

等教育政策であれば，対象児童・生徒数，小
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次の発見を得た．第

一に，現代日本の政策立案機能の中心が内閣

官房に移りつつあることを，定量的に確認し

は政府提出法案のうち，

内閣官房が主管した法案の比率を示したも

のである．改正法を含む全ての法案と，改正

法を除く新規立法に分けて示している．ここ

郵政改革が進められた

年にかけて，内閣官房が新規法案に占め

る比率は大きく高まっている．その後の福田

おいてもシェアは非常に高い．ただし

この政権では，上に見たように法案数そのも

のは少ない．内閣官房への集権化は非常に高

いが，政策形成活動全体としては活発とは言

 これに対して民主党政権，第二次以降の安

倍政権はともに，内閣官房の法案形成が占め

る比重は低い．これもまた首相動静データに

表れていたように，各省大臣との接触の多さ

において，民主党政権と第二次以降の安倍政

権が近い位置にいたことをよく反映してい

る．首相主導や強い首相というイメージで語

られがちな第二次以降の安倍首相だが，確か

に内閣官房を利用し

っているものの，同時に各省を通じた法改正

を中心とした政策形成も用いていることが

ここからは読み取れる．

 

図 1

 

 しかし同時に，内閣官房が立法活動におい

て最も優先されるようになったわけではな

いことも明らかになった．図

法案が，国会の提出順序においてどこに位置

しているのかの平均値をとったものである．

それを法案数と組み合わせてプロットした．

 これを見ると

第一に，内閣官房は，今や新規立法活動の一

番の中心である．この

規立法に携わり，第二位の国交省の

第三位の総務省の

ている．他方で，法案提出順位に関しては必

ずしも，特段の優遇を受けておらず，ほぼ平

均に位置する．また，改正法も含めた提出法

案数は

省は改正法，新規立法のどちらも盛んだが，

これに対して民主党政権，第二次以降の安

倍政権はともに，内閣官房の法案形成が占め

る比重は低い．これもまた首相動静データに

表れていたように，各省大臣との接触の多さ

において，民主党政権と第二次以降の安倍政

権が近い位置にいたことをよく反映してい

る．首相主導や強い首相というイメージで語

られがちな第二次以降の安倍首相だが，確か

に内閣官房を利用し

っているものの，同時に各省を通じた法改正

を中心とした政策形成も用いていることが

ここからは読み取れる．

1 法案提出における内閣官房の比率

しかし同時に，内閣官房が立法活動におい

て最も優先されるようになったわけではな

いことも明らかになった．図

法案が，国会の提出順序においてどこに位置

しているのかの平均値をとったものである．

それを法案数と組み合わせてプロットした．

これを見ると

第一に，内閣官房は，今や新規立法活動の一

番の中心である．この

規立法に携わり，第二位の国交省の

第三位の総務省の

ている．他方で，法案提出順位に関しては必

ずしも，特段の優遇を受けておらず，ほぼ平

均に位置する．また，改正法も含めた提出法

案数は 150 弱である．第二に，総務省と法務

省は改正法，新規立法のどちらも盛んだが，

これに対して民主党政権，第二次以降の安

倍政権はともに，内閣官房の法案形成が占め

る比重は低い．これもまた首相動静データに

表れていたように，各省大臣との接触の多さ

において，民主党政権と第二次以降の安倍政

権が近い位置にいたことをよく反映してい

る．首相主導や強い首相というイメージで語

られがちな第二次以降の安倍首相だが，確か

に内閣官房を利用した新規の法律策定も行

っているものの，同時に各省を通じた法改正

を中心とした政策形成も用いていることが

ここからは読み取れる． 

法案提出における内閣官房の比率

しかし同時に，内閣官房が立法活動におい

て最も優先されるようになったわけではな

いことも明らかになった．図

法案が，国会の提出順序においてどこに位置

しているのかの平均値をとったものである．

それを法案数と組み合わせてプロットした．

これを見るとつぎの諸点が明らかになる．

第一に，内閣官房は，今や新規立法活動の一

番の中心である．この 15年間で合計

規立法に携わり，第二位の国交省の

第三位の総務省の 60 弱とは大きな差をつけ

ている．他方で，法案提出順位に関しては必

ずしも，特段の優遇を受けておらず，ほぼ平

均に位置する．また，改正法も含めた提出法
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